
 



１　はじめに

1-1　ガイドラインの位置付け1-1　ガイドラインの位置付け

1-2　ガイドラインの使い方1-2　ガイドラインの使い方

   立川市は、平成 24 年 7 月に景観行政団体となり、同年 10 月より「立川市景観計画」の運用を開始し

ました。

   本ガイドラインは、事業者が建築物の建築等、開発行為を行う際に、立川市景観計画で定めている「景

観形成基準」の主旨や意図について理解し計画できるよう、図や写真等を用いて解説するものです。

   建築物の建築等、開発行為を計画する際に、計画敷地がどの地域・地区で届出対象規模に該当するかを

確認し、景観の届出において、景観形成基準を示した添付書類「措置状況説明書」を作成する際にご活用

ください。

   なお、「景観形成基準」のうち「色彩基準」の詳細については、別冊「立川市景観色彩ガイドライン」を

ご覧ください。

立川市で建築物の建築等、 開発行為を計画している場合

◆景観の基本的な考え方を知る

2 景観形成の基本事項

2-1 景観とは

2-2 景観整備の重要性

2-3 景観整備の進め方

３ 景観形成基準

3-1 景観計画区域の構成

3-2 措置状況説明書（景観形成基準）

3-3 景観形成基準の解説

・建築物の建築等

・開発行為

[ 参考資料 ]

立川市景観計画に基づく届出等の流れ

◆立地に応じた景観形成のルールを確かめる

◆必要な手続きなどを確かめる

景観の基礎知識

や配慮事項をま

とめています。

立川市景観計画

に基づく区域の

構成や景観形成

基準等をまとめ

ています。

立川市景観計画

に基づく届出や

事前協議等の手

続きの流れをま

とめています。
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２　景観形成の基本事項

■良い景観とは

２-１　景観とは２-１　景観とは

写真出典元；「堀  繁　講話集　景観からの道づくり - 基礎から学ぶ道路景観の理論と実践 -」（財）道路環境研究所　編集・発行

（1）目で見る景観

Point

Point

Point

Point

Point

Point

の

景
観
の
基
本
的
な
考
え
方
を
知
る

景
観
形
成
の
基
本
事
項

2



写真出典元；「堀  繁　講話集　景観からの道づくり - 基礎から学ぶ道路景観の理論と実践 -」（財）道路環境研究所　編集・発行

（2）頭で感じる景観
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2-3　景観整備の進め方2-3　景観整備の進め方
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3　景観形成基準

3-1　景観計画区域の構成3-1　景観計画区域の構成

　立川市景観計画では、良好な景観形成を図るため市内全域を景観計画区域に定めています。本区域は、

基本区分と立地区分に区分しており、基本区分では一般地域が 3 つ、景観形成地区が 7 つあります。

また、立地区分では、景観形成軸が 3 つ、景観形成拠点が 4 つあり、該当する場合のみベースの基本区

分に上乗せするものとなります。基準の構成及び解説の有無については以下の表となります。

一般地域一般地域

区域の構成区域の構成

届
出
対
象
行
為

届
出
対
象
行
為

基本区分（ベースとなる基準）基本区分（ベースとなる基準） 立地区分（上乗せとなる基準）立地区分（上乗せとなる基準）

景観形成地区景観形成地区 景観形成軸景観形成軸 景観形成拠点景観形成拠点

工作物の建設等工作物の建設等

開発行為開発行為

土地の造成等土地の造成等※

①
砂
川
地
域

②
基
地
跡
地
関
連
地
域

③
一
般
市
街
地
地
域

④
都
市
軸
沿
道
地
区

⑤
中
心
市
街
地
地
区

⑥
新
市
街
地
地
区

⑦
玉
川
上
水
地
区

中
規
模

小
規
模

⑧
五
日
市
街
道
地
区

⑨
立
川
崖
線
地
区

⑩
国
分
寺
崖
線
地
区

⑪
モ
ノ
レ
ー
ル
軸

⑫
幹
線
道
路
軸

⑬
河
川
軸

⑭⑮
歴
史
・
文
化
拠
点

公
園
・
緑
地
拠
点

⑯
商
店
街
拠
点

⑰
駅
周
辺
拠
点

一般地域

景観形成
軸

基
本
区
分

立
地
区
分

①砂川地域

②基地跡地関連地域

③一般市街地地域

景観形成
地区

④都市軸沿道地区

⑤中心市街地地区

⑥新市街地地区

⑦玉川上水地区

⑧五日市街道地区

⑨立川崖線地区

⑩国分寺崖線地区

⑪モノレール軸

⑫幹線道路軸

⑬河川軸

景観形成
拠点

⑭歴史・文化拠点

⑮公園・緑地拠点

⑯商店街拠点

⑰駅周辺拠点

景観計画区域

  （市内全域）
①

⑦
⑧

②

⑥

③

⑪

⑮

⑤

⑨

⑩

④

⑫ 

⑬

⑭

⑯

⑰

 

※土地の造成等とは、「土地の造成、土石、廃棄物その他の物件の堆積等」のことをいいます

建築物の建築等建築物の建築等 16 15 16 15 16 15 10 18 16 20 18

10 10 10 15 8 8 9 8 12 12

10

8 8 8 8 810 10 10 10 10

10 10 10 10 10 7 10 11 11

3 4 4 3 8 4 5

立地区分の景観形成基準は「建築物の建築

等」のみとなります。

欄の数字は基準の数を示しています。

○マークは各地域・地区で全基準の解説を

掲載しています。

□マークは全地域・地区の主要な基準を抜

粋して解説を掲載しています。
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■基準項目のイメージ

■措置状況説明書とは

3-2　措置状況説明書（景観形成基準）3-2　措置状況説明書（景観形成基準）

　届出の際に必要となる書類の一つで、立川市景観計画（P29-76）に定められている景観形成基準に

ついて、適合状況や措置状況を記載していただくものです。

　各地域・地区で措置状況説明書を作成していますので、該当する行為の種類（建築物の建築等、工作物

の建設等、開発行為、土地の造成等）の頁について、記載欄にご記入してください。

　建築物の建築等の行為のみ、景観形成軸・拠点に該当する場合には、地域・地区に加えて該当する措置

状況説明書を追加してください。

建築物の建築等【配置】

建築物の建築等【高さ・規模】

建築物の建築等　

【外観（屋外設備）】

歴史・自然

建築物の建築等【外構】

建築物の建築等【緑化・植栽】
開発行為

建築物の建築等【外観（形態・意匠・色彩）】 建築物の建築等【照明】

本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
の
表
記

配置

０１

配置

０２

計画全体の中で、景観

形成のポイントとなる

考え方や配慮する事項

をご記入ください。

該当地域・地区（軸・拠点）と行為の種類

砂川地域（建築物の建築等）

具体的な計画の内容

（具体的な距離、場所、

色素材、状態など）を

示し、基準についてど

のように配慮したのか

をご記入ください。

砂川地域の景観形成基準に対する措置状況説明書（建築物の建築等）

当該行為における景観形成の考え方

記載欄

配置

隣接する建築物の壁面の位置を考慮するなど、周辺の街並みとの連続性に配慮した配置とする。

記載欄

寺社や樹林などに抜ける沿道では、配置を工夫するなど、地域の豊かな緑への視界の確保に配慮する。

記載欄

中高層建築物は、公共空間や隣接地から壁面を後退するなど、圧迫感の軽減に配慮した配置とする。

記載欄

道路や公園などに面してオープンスペースや空地を設けるなど、公共空間との一体性に配慮した配置とす

る。

記載欄

外観

建築物全体のバランスだけでなく、周辺の街並みとの調和を図る。 

記載欄

色彩は、別表４－４－１（Ｐ． ）に示す色彩基準に適合するとともに、周辺の街並みとの調和を図る。

記載欄

屋根や屋上に設備などがある場合は、建築物と一体的に計画するなど周辺からの見え方に配慮する。

配置

０３

配置

０４

外観

０１

外観

０２
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3-3　景観形成基準の解説3-3　景観形成基準の解説

■基準等解説の見方

■解説の構成

   本ガイドラインの地域・地区における基準等解説の見方について「①砂川地域」を例に以下に示します。

　本ガイドラインでは、基本区分である各地域・地区における「建築物の建築等」及び「開発行為」に

ついて、解説を掲載しています。該当地域・地区の措置状況説明書と照らし合わせて、解説をご覧くだ

さい。

【届出対象行為、 地域 ・ 地区名称及び対象範囲】

●当該地域・地区の名称とその対象となる範囲

　（地名）を示しています。

【基準項目及び景観形成基準】

●基準項目や景観形成基準を

　示しています。

【景観配慮のポイント】

●景観形成基準において、景観

　配慮のポイントとなる部分の

　考え方について示しています。

【景観形成の目標、 景観形成の方針】

●立川市景観計画で定められた当該地域・地区ごとの

　景観形成の目標や方針を示しています。

【解説図及び事例写真】

●景観配慮のポイントを図や写真等の事例を用いて具体的

　に示しています。　　　　
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地
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